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衆
議
院
議
員
古
本
伸
一
郎
君
提
出
所
得
税
法
改
正
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
抜
本
的
な
見
直
し
」
と
は
、
課
税
ベ
ー
ス
や
税
率
な
ど
の
税
制
の
基
本
的
枠
組
み
に
関
わ
る
見
直
し
が
行
わ

れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

定
率
減
税
は
、
経
済
社
会
の
変
化
等
に
対
応
し
て
早
急
に
講
ず
べ
き
所
得
税
及
び
法
人
税
の
負
担
軽
減
措
置
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
号
。
以
下
「
負
担
軽
減
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
著
し
く
停
滞
し
た
経
済
活
動
の
回
復
に

資
す
る
た
め
、
個
人
所
得
課
税
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
う
ま
で
の
間
の
暫
定
的
措
置
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

近
年
の
税
制
改
正
に
お
い
て
は
、
個
人
所
得
課
税
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
枠
組
み
で
あ
る
税
率
構
造
や
人
的
控
除
な
ど

の
見
直
し
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
平
成
十
五
年
度
及
び
平
成
十
六
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
経
済
社
会
の

構
造
変
化
に
よ
り
生
じ
て
い
る
税
負
担
の
不
公
平
を
是
正
す
る
観
点
か
ら
、
配
偶
者
特
別
控
除
の
上
乗
せ
部
分
の
廃
止
や
老

年
者
控
除
・
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
は
、
税

源
移
譲
に
伴
い
、
納
税
者
の
税
負
担
を
極
力
変
動
さ
せ
な
い
と
の
考
え
方
の
も
と
、
個
人
住
民
税
の
標
準
税
率
を
十
パ
ー
セ

一



ン
ト
に
比
例
税
率
化
し
、
所
得
税
の
税
率
を
よ
り
累
進
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
税
率
構
造
の
見
直
し
を
行
う

こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
近
年
の
税
制
改
正
に
お
い
て
個
人
所
得
課
税
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
進
め
ら
れ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
ら
を

踏
ま
え
今
般
定
率
減
税
の
廃
止
を
行
う
こ
と
は
、
負
担
軽
減
法
の
趣
旨
に
沿
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
、
所
得
税
の
税
率
構
造
の
改
組
に
よ
る
平
年
度
の
減
収
見
込
額
は
、
三
兆
九

百
七
十
億
円
で
あ
り
、
個
人
住
民
税
の
税
率
構
造
の
改
組
に
よ
る
平
年
度
の
増
収
見
込
額
は
、
三
兆
百
億
円
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
十
二
月
十
五
日
の
与
党
政
調
会
長
間
の
合
意
（
「
平
成
十
七
年
度
予
算
・
税
制
に
係
る
合
意
」
）
に
お
い
て
、

「
�．

平
成
��
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
定
率
減
税
の
見
直
し
に
よ
る
増
収
分
に
つ
い
て
は
、
（�）
交
付
税
率
相
当
分
は
、
地

方
交
付
税
交
付
金
と
し
て
地
方
一
般
財
源
の
充
実
に
充
て
る
こ
と
と
す
る
。
（�）
特
別
障
害
者
給
付
金
支
給
法
及
び
医
療
観
察

法
に
よ
り
必
要
と
な
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
こ
れ
に
充
て
る
こ
と
と
す
る
。
」
と
さ
れ
、
「
�．

平
成
��
年
度
予
算
に
お

い
て
は
、
初
年
度
増
収
額
か
ら
上
記
�．

（�）
（�）
を
控
除
し
た
金
額
を
、
現
行
法
に
よ
る
基
礎
年
金
国
庫
負
担
額
に
加
算
す
る

も
の
と
す
る
。
」
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
基
礎
年
金
国
庫
負
担
額
へ
の
当
該
加
算
額
は

二



千
百
一
億
円
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
十
八
年
度
予
算
に
関
し
て
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
十
五
日
の
政
府
・
与
党
合
意
（
「
児
童
手
当
・
年
金
国

庫
負
担
に
つ
い
て
」
）
に
お
い
て
、
「
基
礎
年
金
国
庫
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
国
庫
負
担
割
合
（
三
分
の
一
に
千

分
の
十
一
を
加
え
た
割
合
）
に
二
千
二
百
億
円
を
加
算
し
、
三
分
の
一
に
千
分
の
二
十
五
を
加
え
た
割
合
と
す
る
も
の
と
す

る
。
」
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
十
八
年
度
以
降
の
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
を
三
分
の
一
に
千
分
の
二
十

五
を
加
え
た
割
合
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
法
律
案
を
今
通
常
国
会
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

税
法
上
使
途
を
特
定
し
て
い
な
い
税
の
収
入
額
を
特
定
の
費
目
に
充
て
る
こ
と
を
予
め
約
束
す
る
行
為
一
般
に
つ
い
て
の

根
拠
と
な
る
法
律
は
な
い
。
た
だ
し
、
道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号

）
に
よ
り
、
揮
発
油
税
の
収
入
額
に
相
当
す
る
金
額
を
道
路
整
備
費
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
と
し
て
い
る
例
な
ど
個
別
の
法

律
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。

個
別
の
法
律
に
よ
ら
な
い
過
去
の
事
例
と
し
て
は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
十
七
日
の
年
金
制
度
改
革
に
関
す
る
政
府
・
与

党
協
議
会
で
了
承
さ
れ
た
年
金
制
度
改
革
の
内
容
を
踏
ま
え
、
平
成
十
六
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
年
金
課
税
の
見
直
し
に

三



よ
る
増
収
分
の
う
ち
地
方
交
付
税
分
を
除
い
た
国
分
の
収
入
額
を
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
に
充
て
る
こ
と
と
し
た
も
の
な
ど

が
あ
る
。

こ
う
し
た
措
置
は
、
一
定
の
税
収
と
一
定
の
歳
出
を
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
納
税
者
の
理
解
が
得
ら
れ
や
す
い
な
ど

の
利
点
と
財
政
の
硬
直
化
を
招
き
か
ね
な
い
な
ど
の
問
題
点
と
を
比
較
考
量
す
る
な
ど
の
検
討
を
行
っ
た
上
で
そ
の
内
容
を

予
算
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
閣
議
決
定
を
行
う
と
と
も
に
、
国
会
の
審
議
を
受

け
議
決
が
行
わ
れ
る
な
ど
適
切
な
手
続
き
を
経
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

定
率
減
税
は
、
平
成
十
一
年
に
景
気
対
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た
暫
定
的
な
税
負
担
の
軽
減
措
置
で
あ
り
、
経
済
状
況
の
改

善
等
を
踏
ま
え
、
今
般
廃
止
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

定
率
減
税
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
課
税
最
低
限
以
下
の
収
入
し
か
な
い
よ
う
な
非
納
税
者
に
は
税
負
担
が
な
い
こ
と
、
ま

た
、
課
税
最
低
限
を
超
え
る
収
入
を
有
す
る
納
税
者
に
つ
い
て
所
得
税
及
び
個
人
住
民
税
の
税
負
担
の
増
加
が
生
じ
る
と
し

て
も
、
例
え
ば
、
年
間
の
給
与
収
入
金
額
が
五
百
万
円
ま
で
の
世
帯
（
夫
婦
子
二
人
で
、
子
の
う
ち
一
人
は
特
定
扶
養
親
族

に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
税
負
担
の
増
加
額
が
年
間
で
二
万
円
以
下
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ

四



る
こ
と
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料
の
収
納
を
阻
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
国
民
年
金
保
険
料
の
未
納
に
対
し
て
は
、
保
険
料
を
納
め
や
す
い
環
境
の
整
備
や
未
納
者
の
負
担
能
力
に
応
じ
た

き
め
細
か
な
徴
収
対
策
な
ど
、
的
確
な
対
策
を
強
力
に
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

夫
婦
子
二
人
（
子
の
う
ち
一
人
は
特
定
扶
養
親
族
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
）
で
年
間
の
給
与
収
入
金
額
が
七
百

万
円
の
世
帯
に
お
け
る
定
率
減
税
の
縮
減
・
廃
止
に
よ
る
所
得
税
及
び
個
人
住
民
税
の
税
負
担
の
増
加
額
及
び
可
処
分
所
得

の
減
少
額
は
、
同
世
帯
の
給
与
収
入
金
額
が
前
年
と
同
額
で
あ
る
な
ど
一
定
の
仮
定
を
置
い
て
算
出
す
れ
ば
、
そ
の
縮
減
・

廃
止
の
各
々
に
つ
い
て
、
四
万
千
円
程
度
と
な
る
。

八
に
つ
い
て

定
率
減
税
の
縮
減
・
廃
止
が
個
人
消
費
や
景
気
に
与
え
る
影
響
を
論
じ
る
際
に
は
、
こ
れ
に
よ
る
負
担
増
の
み
に
着
目
す

べ
き
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
年
金
給
付
が
毎
年
一
兆
円
以
上
増
加
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
等
も
含
め
て
総
合
的
に
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
現
在
、
景
気
は
、
回
復
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
先
行
き
に
つ
い
て
も
、
企
業
部
門
の
好
調
さ
が
雇
用
・
所
得
環
境

五



の
改
善
を
通
じ
て
家
計
部
門
に
波
及
し
て
お
り
、
国
内
民
間
需
要
に
支
え
ら
れ
た
景
気
回
復
が
続
く
と
見
込
ま
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
我
が
国
経
済
は
、
定
率
減
税
の
縮
減
・
廃
止
が
個
人
消
費
や
景
気
に
与
え
る
影
響
を
十

分
吸
収
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

九
に
つ
い
て

定
率
減
税
廃
止
後
の
経
済
財
政
運
営
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
景
気
動
向
を
注
視
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
そ
の
時
々
の
経
済

状
況
に
応
じ
た
機
動
的
・
弾
力
的
な
対
応
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

十
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
定
率
減
税
の
廃
止
に
よ
る
所
得
税
の
増
収
見
込
額
は
、
平
成
十
八
年
度
千
九
百
九
十

億
円
、
平
年
度
一
兆
三
千
六
十
億
円
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
十
七
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
定
率
減
税
の
縮
減
及
び
平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
定
率
減
税
の
廃

止
に
よ
る
所
得
税
及
び
個
人
住
民
税
の
増
収
見
込
額
は
、
平
年
度
三
兆
五
千
億
円
程
度
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
予
算
に
お
け
る
一
般
会
計
公
債
発
行
額
に
つ
い
て
は
、
同
年
度
の
歳
出
及
び
歳
入
全
体
の
状
況
を
踏
ま
え

六



て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
定
率
減
税
の
廃
止
に
よ
る
所
得
税
の
増
収
見
込
額
の
う

ち
、
平
成
十
八
年
度
予
算
に
お
い
て
一
般
会
計
公
債
発
行
額
の
抑
制
に
充
て
ら
れ
た
額
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

七


